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平
成
24
年
７
月
９
日
に
外
国
人
登
録

制
度
が
廃
止
さ
れ
、
外
国
人
住
民
の
方

も
日
本
人
と
同
様
に
住
民
票
が
作
成
さ

れ
ま
す
。

【
主
な
変
更
点
】

◆
外
国
人
住
民
の
方
に
も
住
民
票
が
作

成
さ
れ
ま
す

　

住
民
票
に
登
録
さ
れ
た
外
国
人
住
民

の
方
は
、
日
本
人
と
同
様
に
住
民
票
の

写
し
の
交
付
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

◆「
外
国
人
登
録
証
明
書
」
に
替
わ
り

「
在
留
カ
ー
ド
」
ま
た
は
「
特
別
永

住
者
証
明
書
」
が
交
付
さ
れ
ま
す

　

中
長
期
在
留
者
に
は
在
留
カ
ー
ド
、

特
別
永
住
者
に
は
特
別
永
住
者
証
明
書

が
交
付
さ
れ
ま
す
。
現
在
お
持
ち
の
外

国
人
登
録
証
明
書
は
、
一
定
期
間
「
在

留
カ
ー
ド
」
ま
た
は
「
特
別
永
住
者
証

明
書
」
と
し
て
み
な
さ
れ
ま
す
が
、
順

次
切
替
え
手
続
き
が
必
要
で
す
。

◆
市
外
に
引
っ
越
す
と
き
の
住
所
変
更

の
手
続
方
法
が
変
わ
り
ま
す

　

山
武
市
で
転
出
届
を
行
い
、「
転
出

証
明
書
」
の
交
付
を
受
け
、
新
住
所

地
の
市
役
所
等
で
転
出
証
明
書
と
在
留

カ
ー
ド
ま
た
は
特
別
永
住
者
証
明
書

を
持
参
し
て
転
入
届
を
行
い
ま
す
。
ま

た
、
国
外
に
転
出
す
る
場
合
も
転
出
届

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

新
制
度
の
対
象
に
な
る
方

　

観
光
な
ど
の
短
期
滞
在
者
等
を
除
い

た
、
適
法
に
３
カ
月
を
超
え
て
在
留
す

る
外
国
人
で
あ
っ
て
、
住
所
を
有
す
る

方
に
つ
い
て
住
民
票
を
作
成
し
ま
す
。

①
中
長
期
在
留
者

（
在
留
カ
ー
ド
交
付
対
象
者
）

②
特
別
永
住
者

③
一
次
庇
護
許
可
者
ま
た
は
仮
滞
在
許

可
者

④
出
生
に
よ
る
経
過
滞
在
者
ま
た
は
国

籍
喪
失
に
よ
る
経
過
滞
在
者

※
在
留
資
格
が
短
期
滞
在
の
方
や
法
施

行
時
（
平
成
24
年
７
月
９
日
）
に
在

留
資
格
が
な
い
方
は
住
民
票
が
作
成

さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
外
国
人
住
民

票
が
作
成
さ
れ
な
い
方
の
印
鑑
登
録

は
、
新
制
度
の
開
始
を
も
っ
て
廃
止

さ
れ
ま
す
。

新
制
度
手
続
き
期
間
・
場
所

○
中
長
期
在
留
者
の
方

　

新
制
度
後
は
各
種
手
続
の
場
所
が

変
わ
り
ま
す
。

入
国
管
理
局　

在
留
資
格
の
変
更
、
在

留
期
間
の
更
新
、
在
留
カ
ー
ド
の
更

新
、
氏
名
や
国
籍
等
の
変
更
手
続

山
武
市
役
所（
本
庁
お
よ
び
出
張
所
）

住
所
の
変
更
手
続

○
特
別
永
住
者
の
方

　

特
別
永
住
者
の
方
の
各
種
手
続
場

所
は
、
左
記
の
と
お
り
で
す
。

山
武
市
役
所
（
本
庁
の
み
）

特
別
永
住
者
証
明
書
の
更
新
、
氏

名
や
国
籍
の
変
更
手
続

山
武
市
役
所
（
本
庁
お
よ
び
出
張
所
）

　

住
所
の
変
更
手
続

問　

外
国
人
在
留
総
合
イ
ン
フ
ォ

メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

（
平
日
午
前
８
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
　
　

午
後
５
時
15
分
）
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市
民
課
窓
口
サ
ー
ビ
ス
係

☎
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外
国
人
住
民
の
方
の
登
録
制
度
が
変
わ
り
ま
す

年　　齢 在留資格 現在の外国人登録証明書が、み
なし在留カードとして使える期間

16歳以上の方
永住者 平成27年（2015年）７月８日まで

永住者以外 在留期間の満了日

16歳未満の方
永住者

平成27年（2015年）７月８日
または16歳の誕生日
のどちらか早い方の日

永住者以外 在留期間の満了の日または16歳
の誕生日のどちらか早い方の日

みなし在留カードとして使える期間内に、入国管理局で切替手続
きを行ってください。

年　　齢 現在の外国人登録証明書が、みなし
特別永住者証明書として使える期間

16歳以上の方

平成27年（2015年）７月８日また
は外国人登録証明書の次回確認（切
替）申請期間の始期のどちらか遅い
方の日

16歳未満の方 16歳の誕生日

みなし特別永住者証明書として使える期間内に、山武市
（本庁のみ取扱）で特別永住者証明書へ切替手続きを行っ
てください。


